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令和７年２月第２回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和７年２月１０日（月） 

午前１０時００分から午前１０時５５分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 会議室 

３．出席委員（４４人） 

会  長 １９番 矢谷光生 

  職務代理  １８番 石原誉男 

  農業委員  １番 山懸将伸   ２番 岡田耕平  ３番 妹尾宗夫   ４番 池田 実 

     ５番 太田 明     6番 池田和道  ７番 沼本通明     ８番 樋口昌子 

９番 入澤靖昭 １０番 柴田博行 １１番 松本正幸  １２番 中山克己 

１３番 武村一夫  １４番 吉岡 靖  １５番 後藤 勤   １６番 福島康夫 

１７番 池本  彰 

推進委員 ２０番 平 義男  ２１番 椙原啓二  ２２番 西谷玲子   ２３番 中嶋久志  

          ２４番 井手宏治   ２５番 築澤安彦   ２６番 松下 功   ２７番 上田房次郎 

          ２８番 太安隆文   ２９番 白石壽平  ３０番 根本 章  ３１番 田中秀樹 

３２番 長尾 修   ３３番 二宗貴志   ３４番 高谷明弘   ３５番 植田浩史 

３６番 浅田光明   ３７番 戸田典宏   ３８番 各務和裕  ４０番 山中正義 

４１番 池田久美子 ４２番 二若正次   ４４番 佐子ゆかり ４５番 筒井一行 

４６番 清水 晃 

４．欠席委員（２人）  

  推進委員  ３９番 東郷朝夫  ４３番 高見寛二 

 

５．議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２  議案第7号   農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

日程第３  議案第8号   農地法第４条の規定による許可申請書の審議について 

日程第４  議案第9号   農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

日程第５  議案第10号   基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について 

日程第６  議案第11号  農地中間管理事業法第１９条の２の規定による農用地利用集積 

                 計画の決定について 

日程第７  報告第3号   農用地利用集積等促進計画の公告について 

日程第８ 報告第4号   農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約 

について 

日程第９ 報告第5号   農地転用の制限の例外に係る届出について  
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その他 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 芦川 徹 事務局次長 美甘真弓 主幹 柴田正人 主事 岡村侑磨 

  福田有子 

７．会議の概要 

（午前１０時００分 開会） 

事務局長  それでは、皆さんおはようございます。 

ただいまから令和７年２月の総会を開会いたします。 

それでは、会長よろしくお願いいたします。 

会 長   皆さんおはようございます。大変ご苦労さまです。 

大変な寒波がありまして、長期間にわたってかなり低温がずっと続い

ております。真庭市、いろいろな面で気を遣っているというふうに思

います。特に蒜山地方とか北の方は非常に積雪が多いかということで

大変な迷惑に遭わされたということでございましょう。この寒波を乗

り越えて早く春の兆しが見えてくればいいなというふうに願っており

ます。今出荷の冬物の農産物もこの雪で出荷のほうが停滞するという

ふうに思いますけど、あまり被害がなく、乗り切れたらというふうに

願っております。 

水張りルール、５年ルールということで今日説明があるということで

ございます。農水省のほうも今年といいますか、今の時期、農政の転

換期ということだろうというふうに思いますけど、いろんな面で考え

ていかなければならない時期だろうというふうに思っております。こ

のままで行くと農家は減っていくし、農業に携わる新しい人がなかな

か生まれてこないということだろうというふうに思います。水張りル

ール、全国各地から反対の意見がかなりあったというふうに聞いてお

ります。そこら辺を考えて農水省のほうもいろんな対策で、また新し

い政策を打ち出してくるんではないかなというふうに思っております

んで、その政策に期待したいというふうに思います。 

それでは、２月総会を開会したいと思います。どうかよろしくお願い

いたします。 

事務局長  ありがとうございました。 

それでは、本日の欠席委員の方、遅参の方、いずれもいらっしゃいま

せんので、よってただいまの出席委員の方は１９名中１９名出席いた

だいております。定足数に達しておりますので、２月総会が成立して

おりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会の会議規則第５条により、議長は会長が

務めることとなっておりますので、以降の議事の進行を会長よろしく
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お願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長に

おいて指名させていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

それでは、議事録署名委員は、３番、    委員、４番、   委

員を指名いたします。 

日程２、議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議に

ついてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は５件でございます。農地法第３条第２項

の各号におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも

該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、北房の譲渡人が、同じく北房の譲受人に、申

請農地、田４筆５，３１０㎡、畑６筆１，２８３㎡を、贈与によりま

す所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２２番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２２番推進委員 議長。 

議 長   はい、２２番推進委員。 

２２番推進委員 ２２番です。 

議案第７号の１番につきまして、２月１日、譲渡人の立会いの下、現

地調査と聞き取り調査を行いました。譲渡人と譲受人は親子です。譲

渡人が    と    の地目変更をする予定でありましたが、自

分も高齢になり、だんだん農業をするのが困難になるために、これを

機に譲受人に譲渡することにいたしました。譲受人は兼業農家であ

り、休日は農作業をしております。農業機械は両親がそろえており、

譲り受けてすぐ農業ができる状態です。家族は、妻と子供の生活で

す。譲り受けた後は主となって農業に従事するものと認められます。 

以上のとおり耕作状況、従事日数等につきまして問題がないと思いま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２でございますが、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、申請

農地、田２筆２，５４３㎡を、贈与によります所有権移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２７番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２７番推進委員 議長。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 ２７番です。 

先月３１日に電話で両人に確認をいたしました。譲受人の妻が譲渡人

のめいで、譲受人が昨年  に移住し、譲渡人は昨年より農作業をや

めておりまして、ちょうどめいたちが農業をやりたいとのことで農地

を譲ることになったそうです。譲受人は妻、母、本人の３人で住んで

いますが、農業は未経験のため、畑にし、畑作でやっていきたいとの

ことです。まずは野菜をやり、将来はブドウもやりたいとのことです

が、本人は在宅での仕事をしながら、まずは妻、母がやり、徐々に本

人も農業を目指したいとのことでした。農機具などは、譲渡人のもの

をそのまま譲り受け使用するとのことです。田んぼは畑に変換して畑

作でやりたいとのことですが、両方というか、両方田んぼとか、そう

いうものではないので畑作にもちょうどいいんではないかと思いま

す。審議のほどよろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号３でございますが、川上の譲渡人が、同じく川上の譲受人に、申請

農地、畑１筆１６０㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４４番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

４４番推進委員 議長。 

議 長   はい、４４番推進委員。 

４４番推進委員 ４４番推進委員です。 

番号３番について、１月３１日、譲渡人、譲受人に電話で話を伺いま

した。権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は当該地が自宅から離

れたところにあり面積も小さいため、以前から譲受人に貸していまし

た。譲受人は退職後、ブルーベリー園を経営しており、園の中心に位

置するこの農地に簡単な作業小屋を建てて利用しています。譲渡人は

高齢になり、今後耕作をする意思もなく、今回売買の話がまとまり、
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譲受人が申請地を取得するものです。譲受人の耕作状況ですが、譲受

人は退職後、ブルーベリー園の経営を始め、草刈り機、トラクター、

軽トラ、ユンボを所有しており、申請農地の取得後も必要な農作業に

従事すると思われます。その他指摘事項はありません。 

以上のとおり耕作状況及び従事日数等、問題ないと思われますのでよ

ろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４、番号５については関連する内容ですので事務局

より一括して説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号４でございますが、番号５と関連した申請ですので一括して説明い

たします。 

譲渡人、譲受人はともに川上の方になります。申請農地、番号４、畑

１筆８０５㎡、番号５、畑１筆８１６㎡を、交換によります所有権移

転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４６番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

４６番推進委員 議長。 

議 長   はい、４６番推進委員。 

４６番推進委員 ４６番推進委員です。 

番号４について、２月３日、譲受人、譲渡人、双方に電話して確認し

ました。現地調査のほうは昨年の農地パトロールのときにしていま

す。譲受人、譲渡人は親戚関係になります。１００年ほど昔になるん

ですけど、譲渡人の家から譲受人のところに農地つきで嫁に行かれ、

替え地としていただいた土地です。長年そのままで来ていましたが、

農地までの距離が長いため不便になり、双方で話して土地交換しよう

と話になりました。譲受人は兼業農家であり、譲受人及び母親が農業

に従事しています。農機具も一式所有しています。申請地取得後も必

要な農作業に従事するものと思われます。その他指摘事項はございま

せん。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせてい

ただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 
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これより議案第７号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議に

ついては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第８号、農地法第４条の規定による許可申

請書の審議についてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第８号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議について、本

日審議していただく案件は４件でございます。 

３ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人（市外）は、これまで墓地を所有しておらず、実家の近隣に墓

地を新設するため、申請農地、畑１筆１５㎡を、墓地用地とするた

め、転用申請するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。

転用に伴う費用ですが、土地造成、建物施設合わせ    円。資金

の内訳として、自己資金    円となっており、残高証明により資

金の確認ができております。添付書類として、被害防除計画書のほか

土地利用計画図等、墓地造成に関する書類一式が添付されておりま

す。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２０番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２０番推進委員 議長。 

議 長   はい、２０番推進委員。 

２０番推進委員 推進委員です。 

番号１につきまして、去る２月２日に地権者の母になりますけども、

と一緒に立会をしていただき現地調査を行いました。転用しようとす

る事由の詳細についてですけども、今事務局が言いましたように申請

人は父が亡くなったことによって、今回納骨するため、自宅南側の畑

の一部を転用し墓地を新設するということで申請するものです。周囲

の状況ですけども、周辺が畑ということで東、西、南、ぐるりと自分

の畑で囲まれるような形になります。北側については自宅があるとい

うふうなことでございます。申請地の位置については、そこにありま
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すように自宅のすぐ横に位置しております。場所も南側ということ

で、自分の農地はそこだけということになっておりまして、墓地もそ

の一角しか場所がなかったということであります。周辺農地への影響

でございますけども、今説明したように周辺は全部申請人の畑という

ことで、かなり自分の住んでいる宅地に囲まれた場所になります。た

だ、南側の田は申請地よりも少し離れた側になっておりまして、そこ

の田んぼだけがちょっと関係するということになりますけども、日照

とか通風などの影響もなく、また全体の周辺の農地や住宅に支障を来

すようなことはございません。そういったことで本件について提案は

やむを得ないものでありまして、周辺農地への影響についても問題な

いと思われますのでよろしくお願いいたします。その他指摘事項につ

いてもございません。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号２でございます。 

申請人（落合）は、対象である農地が周辺道路から低い位置にあるな

ど、耕作が不便であることから、申請農地、田１筆１，９１７㎡をか

さ上げし、畑として利用するため、一時転用申請するものです。農地

区分は、１種農地と判断されます。本転用事業は県が行う河川工事の

発生残土を利用し県が施工するため、費用負担はありません。添付書

類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図等、造成に関する書

類一式が添付されております。一時転用期間ですが、令和７年４月１

日から令和１０年３月３１日の３年間となっております。申請地周辺

に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたし

ます。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番です。 

番号２につきまして、１月３１日に申請人と申請内容、現地確認等を

行ってまいりました。先ほど説明がありましたように水田から畑地へ

の転用ということで、その理由としましては今回の申請農地が排水等

が非常に悪いというようなことでございます。これにつきまして、県

の公共事業等の残土を利用しまして畑地への転用を考えているという

ことでございます。特に作物としてはニンニク栽培、こういったこと

を行う。また、農機具等は親族の会社が所有するトラクター、こうい

ったものを利用して行うというような説明を受けております。申請人
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ということは以上のことでございます。次に、申請農地の位置図でご

ざいますが、お手元の資料の３ページをご覧いただきたいと思いま

す。国道３１３号から            店、こちらから西に

向かって  神社のほうへ入ったところでございます。住宅地からは

離れ、農地の中にあるというところです。周囲の状況としましては、

東側に水田、西に水田、それから南も水田というところで三方を水田

に囲まれておりまして、北側が市道という周囲の状況でございます。

それから、周辺農地への影響、それからその他指摘事項については特

にないと判断されます。 

以上、確認の内容を報告しますので審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号３でございます。 

４ページをご覧ください。 

申請人（落合）は、対象である農地が周辺道路から低い位置等にあり

耕作が不便であることから、申請農地、田１筆２，４３７㎡のうち

１，０００㎡をかさ上げし、畑として利用するため、一時転用申請す

るものです。農地区分は、１種農地と判断されます。本案件につきま

しても番号２と同様で本転用事業につきましては県が行う河川工事の

発生残土を利用して県が施工するため、費用負担はありません。添付

書類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図等、造成に関する

書類一式が添付されております。一時転用期間は、令和７年４月１日

から令和１０年３月３１日の３年間となっております。申請地周辺に

影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番です。 

引き続き、ご説明をさせていただきます。 

３番です。これは先ほど説明しました２番の隣地にございまして、申

請人とは２月２日に現地で申請内容等の確認を行いました。これは先

ほどの理由と一緒で、この辺りが排水が悪いというような状況です。

これまで水田として稲作をやっておりましたが、特にここ四、五年で

排水の悪い状態が続いているということです。確認した日も現地を見

ますと、水のはけが悪いというような状況を確認しております。そう
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したことで、特に収穫作業等は業者にお願いしてコンバイン等で刈取

りを行っておりますが、その業者からも刈取り作業が非常にやりにく

いというようなことで、次はやりたくないというようなことも受けて

いるということです。こうした状況から畑地への転用を行うというこ

とでございます。２番の申請人、隣地の     と同じようなかさ

上げ工事を行うということで、作業のほうはこちらへお願いするとい

うようなことも説明の中でございました。それから、申請地の位置

図、これは先ほどの説明と同様ですが、資料の４ページをご覧いただ

きたいと思います。状況は先ほどと同様でございます。周囲の状況に

つきましても、当該農地は四方を水田に囲まれているということでご

ざいます。特に北側と西側については私有地であるというようなこと

でございます。あと、周辺農地への影響、またその他指摘事項につい

ては特にないと判断されますのでご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

以上でございます。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号４でございます。 

申請人（落合）は、既存の墓地が山間部にあり、参拝や維持管理が不

便であることから、申請農地、畑１筆１４㎡を、墓地用地とするた

め、転用申請するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。

転用に伴う費用ですが、土地造成    円。資金の内訳として、自

己資金    円となっており、残高証明により資金の確認はできて

おります。添付書類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図

等、土地造成に関する書類一式が添付されております。申請地周辺に

影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２９番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２９番推進委員 議長。 

議 長   はい、２９番推進委員。 

２９番推進委員 ２９番推進委員です。 

番号４について、２月２日に申請人と現地を確認しました。転用しよ

うとする事由の詳細ですが、現在墓は家の裏山にあり不便であるとと

もに道も途中で崩れて通りにくくなっており、墓地の移転を思いつい

たとのことです。申請地の位置は、市道  線の脇にあり、周囲の状

況は東に雑種地、西に申請人の家、南と北は畑です。周辺農地への影

響は特にありません。その他指摘事項はありません。ご審議方よろし
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くお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせてい

ただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第８号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第８号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議に

ついては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第９号、農地法第５条の規定による許可申

請書の審議についてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第９号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について、本

日ご審議いただく案件は４件でございます。 

５ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人、譲受人（宗教法人、落合）は、参拝者の駐車場が手狭となっ

ていることから、申請農地、田１筆７３０㎡を、譲渡人（落合）から

譲り受け、駐車場として利用するため、転用申請するものです。申請

地の農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用ですが、

土地購入はご厚意によるものですので 円、土地造成   円。資金

の内訳として、自己資金   円となっており、残高証明により資金

の確認ができております。添付書類として、被害防除計画書のほか土

地利用計画図等、造成に関する書類一式が添付されております。申請

地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１番委員さんから説明をお

願いいたします。 
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１番委員  議長。 

議 長   はい、１番委員。 

１番委員  １番です。 

番号１につきまして、去る２月２日に譲受人立会いの下、現地確認を

行いましたので、その内容につきましてご報告をいたします。なお、

譲渡人とは電話にて確認をいたしました。転用しようとする事由の詳

細でございますけれども、譲受人と譲渡人は集落は違いますがすぐ近

所ということで、当然付き合いもある関係でございました。譲受人は

駐車場が狭く、行事等があるときにはかなり離れたところから歩いて

きていただいとったというようなことで不便な状況となっておりまし

たけれども、譲渡人が市内にはもう帰らないということを聞きまして

譲渡しの話をいたしましたところ、宗教法人のことでもあり無償での

譲渡を快く承諾を得て、このたび譲り受けることとなったものでござ

います。申請地の位置等でございますけれども、国道３１３号線沿い

の       より南東に約５００ｍというところに位置したとこ

ろでございます。周囲の状況でございますけれども、東が果樹園、西

が市道、南が住宅、北が作業小屋ということでございます。周辺農地

への影響につきましては、今回の転用につきましては駐車場というこ

とでもあり、日照、通風等、農地等には影響がないものと思われま

す。また、指摘事項につきましては特にございません。審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号２でございます。 

申請人、賃借人（落合）は、コンクリート製品製造・販売業を営んで

いますが、資材等の置場が手狭となっているため、申請農地、田１筆

１，０９７㎡を、賃貸人（落合）から借り受け、露天資材置場とする

ため、転用申請するものです。申請地は、３種農地と判断されます。

転用に伴う費用ですが、土地造成   円。資金の内訳として、自己

資金   円となっており、残高証明により資金の確認ができており

ます。添付書類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図等、造

成に関する書類一式、土地使用に係る賃貸借の契約書が添付されてお

ります。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よ

ろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

３０番推進委員 議長。 

議 長   はい、３０番推進委員。 



- 12 - 

３０番推進委員 ３０番です。 

先月、１月３０日に現地調査し、本人さんに電話確認をいたしており

ます。先ほど事務局からお話がありましたように、賃貸による土地の

貸し借りということになっております。ブロック製品を製造しておる

会社より、その製品及び資材の置場として貸してほしいという話があ

りまして、その話がまとまり貸すことになったということでございま

す。この位置は、    の北側に位置して、耕地とすれば  耕地

の南端、ここから下は田んぼがございません。２面は農道に面して、

１面は借る側のブロックの製品置場となっております。周囲の状況で

ございますけども、東側がブロック会社、西側が農道、南側も農道、

北側が田ということでございます。そんな関係で、周囲への影響とい

うのは問題ないと考えます。 

以上です。審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号３でございます。 

６ページをご覧ください。 

申請人、使用借人（落合）は、隣接地作業場の騒音と住環境がよくな

いことから、申請農地、畑１筆２８９㎡を、使用貸人（落合）から借

り受け、住宅用地とするため、転用申請するものです。申請地は、２

種農地と判断されます。建蔽率は２８％となっております。転用に伴

う費用ですが、建物施設      円。資金の内訳として、自己資

金      円となっており、残高証明より資金の確認ができてお

ります。添付書類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図等、

住宅建築に関する書類一式、土地使用に係る使用貸借の契約書が添付

されております。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご

審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、５番委員さんから説明をお

願いいたします。 

５番委員  議長。 

議 長   はい、５番委員。 

５番委員  ５番委員です。 

審議番号３につきまして、去る２月４日に申請人立会の下、現地確認

を行いました。両人は親子関係でありまして、使用借人は子供、使用

貸人は母親で同居の家族であります。転用しようとする事由の詳細で

すが、今住んでいる住宅の隣接しているところがこれからも住んでい

くのに環境上好ましくないため、家庭で話していたところ、１００ｍ

ほど離れたところに母親名義の農地があり、新しく住宅を新築する話
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合いがまとまり、この申請を行うものでございます。申請地の位置で

すが、ＪＲ  駅から七、八百ｍほど東の方面で、県道    線よ

り北へ２００ｍほど入ったところです。周囲の状況ですが、周囲は使

用貸人、母親の畑農地であります。見取図の図面の斜線の部分が申請

の土地でありますが、     から分筆して枝番の を起こしてお

ります。図面に枝番の が落ちておりますが、加筆のほうをお願いし

ます。周辺農地への影響ですが、近くに他人の耕作農地はなく、本申

請は一般的な個人住宅であり、日照、通風等に支障を来すことはあり

ません。よって、周辺農地への影響については問題ないと思われま

す。また、地域の水利組合には住宅に転用することの同意を得ており

ます。特に指摘事項はございません。審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号４でございます。 

申請人、譲受人（市外）は、現在県外に在住していますが、定年後、

実家の近隣に居住することにしているため、申請農地、畑１筆４７２

㎡を、譲渡人（川上）から譲り受け、住宅用地とするため、転用申請

するものです。申請地は、２種農地と判断されます。建蔽率は２６％

となっております。転用に伴う費用ですが、土地造成    円、建

物施設      円。資金の内訳として、借入金      円と

なっており、金融機関の融資証明により資金の確認ができておりま

す。添付書類として、被害防除計画書のほか土地利用計画図等、住宅

建築に関する書類一式、土地使用に係る貸借の契約書が添付されてい

ます。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１８番委員さんから説明を

お願いいたします。 

１８番委員 議長。 

議 長   はい、１８番委員。 

１８番委員 １８番です。 

この件につきまして、２月２日に申請人の両親と会い、話を聞いてお

ります。譲受人は県外に住んでいるが定年により両親と同居するに当

たり、現在の家は古く不便なため、道路に面した申請地に新築するも

ので問題ないと思われます。申請地の位置等ですが、       

の南３００ｍほどで、     線から５０ｍほど入ったところであ

ります。周囲の状況ですが、東が畑、西が宅地、南が道路、北が山林

ということで、一般住宅でもありますし、周辺農地への影響はないも
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のと思われます。その他指摘事項もありません。審議方よろしくお願

いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせてい

ただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第９号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第９号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議に

ついては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第１０号、基盤強化法第１９条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第１０号につきまして、７ページをお開きください。 

議案第１０号、農用地利用集積計画の決定について。 

このことにつきまして、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるた

め、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、その決

定について審議に付します。案といたしまして、令和７年２月１０日

付で公告の予定でございます。本日上程されました農用地利用集積計

画のうち、利用権設定につきまして全１７０筆でございます。また、

２６ページの所有権移転につきましては、田６筆１３，０９７㎡、畑

９筆１３，３１５㎡が農地中間管理機構である岡山県農林漁業担い手

育成財団から川上の農業法人へ売買により移転するものでございま

す。 

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いいた

します。 

以上でございます。 
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議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

本日はたくさんの件数が出ておりますけど、これより質疑に入りたい

というふうに思います。 

質疑ありませんか、よろしいですか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   それでは、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１０号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１０号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用

集積計画の決定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、議案第１１号、農地中間管理事業法第１９条の

２の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第１１号について、２７ページをご覧ください。 

議案第１１号、農用地利用集積計画の決定について。 

本件は一括方式となっており、農地中間管理機構である岡山県農林漁

業担い手育成財団が農地の貸手から賃貸借権等の設定を受けて中間管

理権を取得するのと同時に、受け手に対して転貸による利用権設定を

同時に行うものです。案といたしまして、令和７年２月１０日付で公

告の予定でございます。内容につきましては議案書に記載のとおりで

ございまして、田４筆が利用権設定されるもので、全件とも問題ない

と考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１１号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい
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ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１１号、農地中間管理事業法第１９条の２の規定によ

る農用地利用集積計画の決定については、原案のとおり可決されまし

た。 

続きまして、日程７、報告第３号、農用地利用集積等促進計画の公告

について、日程８、報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による

農地の貸借の合意解約について、日程９、報告第５号、農地転用の制

限の例外に係る届出についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 失礼します。それでは、報告第３号から報告第５号についてご説明いた

します。 

２９ページをお開きください。 

報告第３号、農用地利用集積等促進計画の公告について（一括契約）

は、次の１件がございました。農地中間管理事業の促進に関する法律

第１８条により、県が認可、公告した旨、農業委員会へ通知が届きま

したのでご報告させていただきます。 

続きまして、３１ページをお開きください。 

報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解

約については、次の３２筆ございました。添付書類もそろっておりま

すので受理いたしました。 

続きまして、３５ページをお開きください。 

報告第５号、農地転用の制限の例外に係る届出につきましては、次の

１件がございました。添付書類等そろっておりましたので受理いたし

ました。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   報告第３号、報告第４号、報告第５号について質問、意見等ございまし

たらお願いします。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   意見等ないようですので、これらの案件は報告案件でございますのでご

了解いただきたいというふうに思います。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

（午前１０時５５分 閉会） 
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